
●セミナーのねらい

●カリキュラム

オンラインLIVEセミナー同時開催

お申込・照会先 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社　MUFGビジネスセミナー事務局
〒461-8516  名古屋市東区葵1-19-30　マザックアートプラザ 　TEL（052）307-1105 　e-mail:seminar-n@murc.jp

＊反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへのご出席をお断りいたします。　　＊諸事情を考慮の上、セミナーへのご出席をお断りさせていただくことがございます。

MUFGビジネスセミナーのご案内
名古屋開催来場形式セミナー オンライン開催オンライン LIVE

※プログラムの詳細は変更となる場合がございますので、ご了承ください。

N606 N656

受 講 料
※テキスト代
　消費税等を
　含みます。

開催日時

会　　場

定　　員

2026年7月27日(月)  1:00pm～5:00pm

SQUET特別会員 ： 28,600円
SQUET一般会員 ： 31,900円
会　員　以　外 ： 37,400円

マザックアートプラザ
10F
42名

オンライン会議システム
Zoom
50名

※参加者が少人数の場合等、中止または延期することもございますので、ご了承ください。

講師

◎筆記具をお持ちください。　◎録音、録画はご遠慮願います。
◎オンラインLIVEの際は、カメラをできる限りオンにしてご参加ください。

熱いぞAI…でも使い方を間違えると命取り

①銀行振込の場合…ご請求書に記載の期日までにお振込みください。振込手数料は御社でご負担ください。
②SQUET-DC法人ゴールドカードの場合…カードご精算日にご指定の口座より引き落しとなります。
③三菱UFJ銀行「口座振替」…当社指定日にご登録された口座より引き落しとなります。
※なお、いずれも領収証は発行いたしません。

受講料のお支払い方法
【来場形式の場合】 セミナー開催前営業日（土/日/祝日を除く）17:00まで
【オンラインLIVEの場合】 セミナー開催前4営業日（土/日/祝日を除く）17:00まで
入金済みの受講料を全額ご返金いたします。それ以降のキャンセルについては、ご入金の有無にかかわ
らず受講料を申し受けます。なお、他のセミナーへのお振り替えもいたしかねますのでご了承ください。
ただし、代理の方にご出席いただくことは可能です。

受講キャンセル

法
方
み
込
申
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STEP3
入力内容の確認と送信

STEP2
受講を希望するセミナーの
申込フォームへ入力

MUFGビジネスセミナーの
Webサイトにアクセス

STEP1

MUFGビジネスセミナー 検索

STEP4

オンライン

受講証またはお名刺等を
受付にてご提示ください。会　場

※いずれの場合も請求書は発行いたします。

開催の3営業日前（土/日/祝日を除く）に
ご案内メールをお送りします。

生成AI（ChatGPT等）の業務利用の法的留意点と対応策
半日

・生成AIの利用における法的論点が整理できる
・業務で利用する際の社内ルールを作ることができる
・生成AIを利用したサービスを提供する際の留意点が分かる

本セミナー受講のゴール

　ChatGPTをはじめとする生成AIを業務で活用し始める企業が増えて
います。一方で、プロンプトに個人情報を入力しても問題ないのか？画像
を生成した場合に他人の著作権を侵害しないか？生成AIで作成したプ
ログラムが著作物として保護されるのか？など、多くの疑問点があり、現
状では保守的なルールで使い始めている企業が多いのではないでしょ
うか。
　本セミナーでは、生成AIを業務で活用する際に問題となる法的論点
を整理した上で、どのような社内ルールで利用すれば良いかを具体的
に検討していきます。

・経営者・経営幹部、総務、法務、コンプライアンス、
IT企画、監査部門の皆さま
・生成AI利用時のリスク対策、社内ルールを確認したい方

●対象者

影島  広泰 氏
牛島総合法律事務所　弁護士

１．生成AIとは何か
 （１）LLM（大規模言語モデル）は、

どのように文章を生成しているのか？
 （２）Transformer、Attention、ベクトル化などの仕組み
 （３）Fine-tuning（追加学習）とは
 （４）RAG (Retrieval-Augmented Generation)、

Few-shotプロンプトとは

２．生成AIを業務で利用する際の法的リスク
 （１）個人情報保護法との関係

・プロンプトに入力する場面①：
 回答を得る対象として入力する場合
・プロンプトに入力する場面②：RAGとして入力する場合
・ベクトル化（embedding：埋め込み）して検索する場面
・機械学習の学習用データとして入力する場面
・生成された回答を利用する場面

 （２）著作権法との関係
・プロンプトに入力する場面①：
 回答を得る対象として入力する場合
・プロンプトに入力する場面②：RAGとして入力する場合
・機械学習の学習用データとして入力する場面
・生成された画像やプログラムなどが
 他人の著作権を侵害してしまう場面とは
・生成された画像やプログラムなどが
 著作物として保護されるための条件とは

 （３）契約上の制約など
他社から預かっているデータを生成AIで利用できるか

３．社内ルールを作る際のポイント
 （１）商標権、意匠権、不正競争防止法などとの関係
 （２）AI事業者ガイドラインのポイント
 （３）社内ルール策定のポイント


